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中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則他２件の改

正について

１ 改正理由

（１）令和５年第２回区議会定例会にて議決された「中野区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例等」の一部改正に伴い、関連する規則の改正を行う。

（２）パートナーシップ関係にある者に関連した育児又は介護を行う職員の深夜勤務の

制限、育児時間、介護休暇及び住居手当の支給範囲の取扱いを定めることにより、

職員の処遇改善を図る。

２ 改正内容

（１）中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

・育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限をすることができない要件のうち、配偶

者に関するものについて、併せてパートナーシップ関係の相手方を規定する。また、

要介護者を介護する職員に関し用いられている「親族関係」の語句について、規定を

整備する。

・育児時間の取得の要件のうち、配偶者に関するものについて、併せてパートナーシ

ップ関係の相手方を規定する。

・パートナーシップ関係の相手方等が、その介護のために介護休暇を取得することが

できる要介護者となるための要件について、規定を整備する。

（２）中野区立幼稚園教育職員の住居手当に関する規則

・住居手当の支給の要件に係る公舎等について、家族を居住させるためのものから、

世帯の構成員を居住させるためのものに改める。

（３）中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則

・育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限をすることができない要件のうち、配偶

者に関するものについて、併せてパートナーシップ関係の相手方を規定する。また、

要介護者を介護する職員に関し用いられている「親族関係」の語句について、規定を

整備する。

・育児時間の取得の要件のうち、配偶者に関するものについて、併せてパートナーシ

ップ関係の相手方を規定する。

・パートナーシップ関係の相手方等がその介護のために介護休暇を取得することがで

きる要介護者となるための要件について、規定を整備する。

３ 今後の予定

７月２１日 教育委員会定例会にて議決のうえ公布

４ 施行期日

公布の日から



中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第７条の２ （略） 第１条～第７条の２ （略）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 条例第１１条第１項の職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相

当すると任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の

相手方」という。）で当該子（条例第１１条第１

項において子に含まれるものとされる者（以下

「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」とい

う。）を含む。第３０条第１項第６号、第７号及

び第１１号を除き、以下同じ。）の親であるもの

が、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの

間をいう。以下同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして教育委員

会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。

２ 条例第１１条第１項の職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）で当該子（条例第１１条第１

項において子に含まれるものとされる者（以下

「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」とい

う。）を含む。第３０条第１項第６号及び第７号

を除き、以下同じ。）の親であるものが、深夜（午

後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以

下同じ。）において常態として当該子を養育する

ことができるものとして教育委員会規則で定め

る者は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 第３項の規定による請求がされた後深夜勤務

制限開始日とされた日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。

５ 第３項の規定による請求がされた後深夜勤務

制限開始日とされた日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナ

ーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の

親であるものが、深夜において当該子を常態と

して養育することができるものとして第２項

に定める者に該当することとなった場合

⑸ 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に

係る子の親であるものが、深夜において当該子

を常態として養育することができるものとし

て第２項に定める者に該当することとなった

場合

６～８ （略） ６～８ （略）

９ 第３項から前項までの規定（第５項第３号から

第５号までを除く。）は、条例第１１条第２項に

規定する要介護者（２週間以上にわたり介護を必

要とする１の継続する状態にある者に限る。以下

９ 第３項から前項までの規定（第５項第３号から

第５号までを除く。）は、条例第１１条第２項に

規定する要介護者（２週間以上にわたり介護を必

要とする１の継続する状態にある者に限る。以下



同じ。）を介護する職員について準用する。この

場合において、第３項中「条例第１１条第１項」

とあるのは「条例第１１条第２項において準用す

る同条第１項」と、第４項中「前項」とあるのは

「第９項において準用する前項」と、第５項中「第

３項」とあるのは「第９項において準用する第３

項」と、「次の各号」とあるのは「第１号及び第

２号」と、同項第１号中「子」とあるのは「要介

護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組

の取消しにより当該請求をした職員の子」とある

のは「要介護者が当該請求をした職員の条例第１

８条第１項に規定する配偶者、父母、子、配偶者

の父母その他教育委員会規則で定める者」と、第

６項中「前項各号」とあるのは「第９項において

準用する前項第１号及び第２号」と、「第３項」

とあるのは「第９項において準用する第３項」と、

第７項中「前２項」とあるのは「第９項において

準用する前２項」と、「第５項各号」とあるのは

「第９項において準用する第５項第１号及び第

２号」と、第８項中「第３項」とあるのは「次項

において準用する第３項」と、「前項」とあるの

は「次項において準用する前項」と読み替えるも

のとする。

同じ。）を介護する職員について準用する。この

場合において、第３項中「条例第１１条第１項」

とあるのは「条例第１１条第２項において準用す

る同条第１項」と、第４項中「前項」とあるのは

「第９項において準用する前項」と、第５項中「第

３項」とあるのは「第９項において準用する第３

項」と、「次の各号」とあるのは「第１号及び第

２号」と、同項第１号中「子」とあるのは「要介

護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組

の取消しにより当該請求をした職員の子でなく

なった」とあるのは「要介護者と当該請求をした

職員との親族関係が消滅した」と、第６項中「前

項各号」とあるのは「第９項において準用する前

項第１号及び第２号」と、「第３項」とあるのは

「第９項において準用する第３項」と、第７項中

「前２項」とあるのは「第９項において準用する

前２項」と、「第５項各号」とあるのは「第９項

において準用する第５項第１号及び第２号」と、

第８項中「第３項」とあるのは「次項において準

用する第３項」と、「前項」とあるのは「次項に

おいて準用する前項」と読み替えるものとする。

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限）

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限）

第８条の２ （略） 第８条の２ （略）

２～９ （略） ２～９ （略）

１０ 前各項の規定（第６項第３号及び第４号並び

に第７項各号を除く。）は、条例第１１条の２第

２項及び条例第１１条の３第２項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「条例第１１条の２第１項

又は条例第１１条の３第１項」とあるのは「条例

第１１条の２第２項において準用する同条第１

項又は条例第１１条の３第２項において準用す

る同条第１項」と、「条例第１１条の２第１項の

規定による請求に係る期間と条例第１１条の３

第１項の規定による請求に係る期間」とあるのは

「条例第１１条の２第２項において準用する同

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条の３第２項において準用する同条第１項

の規定による請求に係る期間」と、第２項中「条

１０ 前各項の規定（第６項第３号及び第４号並び

に第７項各号を除く。）は、条例第１１条の２第

２項及び条例第１１条の３第２項に規定する要

介護者を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「条例第１１条の２第１項

又は条例第１１条の３第１項」とあるのは「条例

第１１条の２第２項において準用する同条第１

項又は条例第１１条の３第２項において準用す

る同条第１項」と、「条例第１１条の２第１項の

規定による請求に係る期間と条例第１１条の３

第１項の規定による請求に係る期間」とあるのは

「条例第１１条の２第２項において準用する同

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条の３第２項において準用する同条第１項

の規定による請求に係る期間」と、第２項中「条



例第１１条の３第１項」とあるのは「条例第１１

条の３第２項において準用する同条第１項」と、

第３項及び第４項中「第１項」とあるのは「第１

０項において準用する第１項」と、第５項中「前

項」とあるのは「第１０項において準用する前項」

と、第６項中「第１項」とあるのは「第１０項に

おいて準用する第１項」と、「次の各号」とある

のは「第１号及び第２号」と、同項第１号中「子」

とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が

離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をし

た職員の子」とあるのは「要介護者が当該請求を

した職員の条例第１８条第１項に規定する配偶

者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規

則で定める者」と、第７項中「第１項」とあるの

は「第１０項において準用する第１項」と、「次

の各号」とあるのは「第１０項において準用する

前項第１号及び第２号」と、「同項」とあるのは

「第１０項において準用する第１項」と、第８項

中「前２項」とあるのは「第１０項において準用

する前２項」と、「第６項各号」とあるのは「第

１０項において準用する第６項第１号及び第２

号」と、第９項中「第１項」とあるのは「次項に

おいて準用する第１項」と、「前項」とあるのは

「次項において準用する前項」と読み替えるもの

とする。

例第１１条の３第１項」とあるのは「条例第１１

条の３第２項において準用する同条第１項」と、

第３項及び第４項中「第１項」とあるのは「第１

０項において準用する第１項」と、第５項中「前

項」とあるのは「第１０項において準用する前項」

と、第６項中「第１項」とあるのは「第１０項に

おいて準用する第１項」と、「次の各号」とある

のは「第１号及び第２号」と、同項第１号中「子」

とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「子が

離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をし

た職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者

と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」

と、第７項中「第１項」とあるのは「第１０項に

おいて準用する第１項」と、「次の各号」とある

のは「第１０項において準用する前項第１号及び

第２号」と、「同項」とあるのは「第１０項にお

いて準用する第１項」と、第８項中「前２項」と

あるのは「第１０項において準用する前２項」と、

「第６項各号」とあるのは「第１０項において準

用する第６項第１号及び第２号」と、第９項中「第

１項」とあるのは「次項において準用する第１項」

と、「前項」とあるのは「次項において準用する

前項」と読み替えるものとする。

第９条～第２１条 （略） 第９条～第２１条 （略）

（育児時間） （育児時間）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、承認しないものとする。

３ 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、承認しないものとする。

⑴ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他

の法律又は条例等により出産後の休養を与え

られている場合

⑴ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者が労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）その他の法律又は条例等により出産後の休

養を与えられている場合

⑵ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

が育児休業法その他の法律により育児休業を

している場合

⑵ 配偶者が育児休業法その他の法律により育

児休業をしている場合

⑶ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が

⑶ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者が常態として育てることができる場合



常態として育てることができる場合

４ 第２項の規定にかかわらず、男性職員の育児時

間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相

手方が当該子について育児時間（当該配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方が職員でない場

合にあっては、労働基準法第６７条の規定による

育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく

育児時間に相当するもの。以下同じ。）を利用す

るときは、１日について９０分から当該配偶者又

はパートナーシップ関係の相手方が利用する育

児時間を差し引いた時間を限度とする。

４ 第２項の規定にかかわらず、男性職員の育児時

間は、その配偶者が当該子について育児時間（当

該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準

法第６７条の規定による育児時間又は他の法律

若しくは条例等に基づく育児時間に相当するも

の。以下同じ。）を利用するときは、１日につい

て９０分から当該配偶者が利用する育児時間を

差し引いた時間を限度とする。

５ （略） ５ （略）

（出産支援休暇） （出産支援休暇）

第２３条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、

子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

第２３条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであって、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活に

おいて継続的に協力し合うことを約した２者間

の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が

認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」という。）の出産

に当たり、子の養育その他家事等を行うための休

暇とする。

２～７ （略） ２～７ （略）

第２４条～第２９条の５ （略） 第２４条～第２９条の５ （略）

（介護休暇） （介護休暇）

第３０条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次に掲げる者であって職

員と同居しているもの（第１号から第３号まで、

第８号及び第９号に掲げる者を除く。）とする。

第３０条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

⑴～⑾ （略） ⑴～⑾ （略）

２～１７ （略） ２～１７ （略）

第３０条の２～第３４条 （略） 第３０条の２～第３４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略）

別記様式第１号～別記様式第３号 （略） 別記様式第１号～別記様式第３号 （略）

別記様式第４号 別紙のとおり 別記様式第４号 別紙のとおり

別記様式第５号 別紙のとおり 別記様式第５号 別紙のとおり

別記様式第６号～別記様式第１１号 （略） 別記様式第６号～別記様式第１１号 （略）



中野区立幼稚園教育職員の住居手当に関する規則新旧対照表

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給範囲） （支給範囲）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 条例第１４条第１項に規定する公舎等で教育

委員会規則で定めるものとは、次に掲げるものを

いう。

２ 条例第１４条第１項に規定する公舎等で教育

委員会規則で定めるものとは、次に掲げるものを

いう。

⑴ 区が職員及びその世帯の構成員を居住させ

るために設置した施設

⑴ 区が職員及びその家族を居住させるために

設置した施設

⑵ 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等

その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその

世帯の構成員を居住させるために設置した施

設

⑵ 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等

その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその

家族を居住させるために設置した施設

第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条～第６条の２ （略） 第１条～第６条の２ （略）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 条例第９条第１項の職員の配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊

重し、日常の生活において継続的に協力し合うこ

とを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相

当すると任命権者が認める２者間の関係をい

う。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の

相手方」という。）で当該子（条例第９条第１項

において子に含まれるものとされる者（以下「特

別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。）

を含む。第３４条第１項第６号、第７号及び第１

１号を除き、以下同じ。）の親であるものが、深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）において常態として当該子を養

育することができるものとして教育委員会規則

で定める者は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。

２ 条例第９条第１項の職員の配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）で当該子（条例第９条第１項に

おいて子に含まれるものとされる者（以下「特別

養子縁組の成立前の監護対象者等」という。）を

含む。第３４条第１項第６号及び第７号を除き、

以下同じ。）の親であるものが、深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育すること

ができるものとして教育委員会規則で定める者

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。



⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

５ 第３項の規定による請求がされた後深夜勤務

制限開始日とされた日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。

５ 第３項の規定による請求がされた後深夜勤務

制限開始日とされた日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナ

ーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の

親であるものが、深夜において当該子を常態と

して養育することができるものとして第２項

に定める者に該当することとなった場合

⑸ 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に

係る子の親であるものが、深夜において当該子

を常態として養育することができるものとし

て第２項に定める者に該当することとなった

場合

６～８ （略） ６～８ （略）

９ 第３項から前項までの規定（第５項第３号から

第５号までを除く。）は、条例第９条第２項に規

定する要介護者（２週間以上にわたり介護を必要

とする１の継続する状態にある者に限る。以下同

じ。）を介護する職員について準用する。この場

合において、第３項中「条例第９条第１項」とあ

るのは「条例第９条第２項において準用する同条

第１項」と、第４項中「前項」とあるのは「第９

項において準用する前項」と、第５項中「第３項」

とあるのは「第９項において準用する第３項」と、

「次の各号」とあるのは「第１号及び第２号」と、

同項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、

同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しに

より当該請求をした職員の子」とあるのは「要介

護者が当該請求をした職員の条例第１８条第１

項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母そ

の他教育委員会規則で定める者」と、第６項中「前

項各号」とあるのは「第９項において準用する前

項第１号及び第２号」と、「第３項」とあるのは

「第９項において準用する第３項」と、第７項中

「前２項」とあるのは「第９項において準用する

前２項」と、「第５項各号」とあるのは「第９項

において準用する第５項第１号及び第２号」と、

第８項中「第３項」とあるのは「次項において準

用する第３項」と、「前項」とあるのは「次項に

おいて準用する前項」と読み替えるものとする。

９ 第３項から前項までの規定（第５項第３号から

第５号までを除く。）は、条例第９条第２項に規

定する要介護者（２週間以上にわたり介護を必要

とする１の継続する状態にある者に限る。以下同

じ。）を介護する職員について準用する。この場

合において、第３項中「条例第９条第１項」とあ

るのは「条例第９条第２項において準用する同条

第１項」と、第４項中「前項」とあるのは「第９

項において準用する前項」と、第５項中「第３項」

とあるのは「第９項において準用する第３項」と、

「次の各号」とあるのは「第１号及び第２号」と、

同項第１号中「子」とあるのは「要介護者」と、

同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しに

より当該請求をした職員の子でなくなった」とあ

るのは「要介護者と当該請求をした職員との親族

関係が消滅した」と、第６項中「前項各号」とあ

るのは「第９項において準用する前項第１号及び

第２号」と、「第３項」とあるのは「第９項にお

いて準用する第３項」と、第７項中「前２項」と

あるのは「第９項において準用する前２項」と、

「第５項各号」とあるのは「第９項において準用

する第５項第１号及び第２号」と、第８項中「第

３項」とあるのは「次項において準用する第３項」

と、「前項」とあるのは「次項において準用する

前項」と読み替えるものとする。

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限）

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限）



第８条 （略） 第８条 （略）

２～９ （略） ２～９ （略）

１０ 前各項の規定（第６項第３号及び第４号並び

に第７項各号を除く。）は、条例第１０条第２項

及び条例第１１条第２項に規定する要介護者を

介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「条例第１０条第１項又は第１１条

第１項」とあるのは「条例第１０条第２項におい

て準用する同条第１項又は条例第１１条第２項

において準用する同条第１項」と、「条例第１０

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条第１項の規定による請求に係る期間」とあ

るのは「条例第１０条第２項において準用する同

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条第２項において準用する同条第１項の規

定による請求に係る期間」と、第２項中「条例第

１１条第１項」とあるのは「条例第１１条第２項

において準用する同条第１項」と、第３項及び第

４項中「第１項」とあるのは「第１０項において

準用する第１項」と、第５項中「前項」とあるの

は「第１０項において準用する前項」と、第６項

中「第１項の規定による請求が」とあるのは「第

１０項において準用する第１項の規定による請

求が」と、「次の各号」とあるのは「第１号及び

第２号」と、同項第１号中「子」とあるのは「要

介護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁

組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあ

るのは「要介護者が当該請求をした職員の条例第

１８条第１項に規定する配偶者、父母、子、配偶

者の父母その他教育委員会規則で定める者」と、

第７項中「起算して第１項」とあるのは「起算し

て第１０項において準用する第１項」と、「次の

各号」とあるのは「第１０項において準用する前

項第１号及び第２号」と、「同項」とあるのは「第

１０項において準用する第１項」と、第８項中「前

２項」とあるのは「第１０項において準用する前

２項」と、「第６項各号」とあるのは「第１０項

において準用する第６項第１号及び第２号」と、

第９項中「第１項」とあるのは「次項において準

用する第１項」と、「前項」とあるのは「次項に

おいて準用する前項」と読み替えるものとする。

１０ 前各項の規定（第６項第３号及び第４号並び

に第７項各号を除く。）は、条例第１０条第２項

及び条例第１１条第２項に規定する要介護者を

介護する職員について準用する。この場合におい

て、第１項中「条例第１０条第１項又は第１１条

第１項」とあるのは「条例第１０条第２項におい

て準用する同条第１項又は条例第１１条第２項

において準用する同条第１項」と、「条例第１０

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条第１項の規定による請求に係る期間」とあ

るのは「条例第１０条第２項において準用する同

条第１項の規定による請求に係る期間と条例第

１１条第２項において準用する同条第１項の規

定による請求に係る期間」と、第２項中「条例第

１１条第１項」とあるのは「条例第１１条第２項

において準用する同条第１項」と、第３項及び第

４項中「第１項」とあるのは「第１０項において

準用する第１項」と、第５項中「前項」とあるの

は「第１０項において準用する前項」と、第６項

中「第１項の規定による請求が」とあるのは「第

１０項において準用する第１項の規定による請

求が」と、「次の各号」とあるのは「第１号及び

第２号」と、同項第１号中「子」とあるのは「要

介護者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁

組の取消しにより当該請求をした職員の子でな

くなった」とあるのは「要介護者と当該請求をし

た職員との親族関係が消滅した」と、第７項中「起

算して第１項」とあるのは「起算して第１０項に

おいて準用する第１項」と、「次の各号」とある

のは「第１０項において準用する前項第１号及び

第２号」と、「同項」とあるのは「第１０項にお

いて準用する第１項」と、第８項中「前２項」と

あるのは「第１０項において準用する前２項」と、

「第６項各号」とあるのは「第１０項において準

用する第６項第１号及び第２号」と、第９項中「第

１項」とあるのは「次項において準用する第１項」

と、「前項」とあるのは「次項において準用する

前項」と読み替えるものとする。

第９条～第２２条 （略） 第９条～第２２条 （略）



（育児時間） （育児時間）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、承認しないものとする。

３ 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、承認しないものとする。

⑴ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他

の法律又は条例等により出産後の休養を与え

られている場合

⑴ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者が労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）その他の法律又は条例等により出産後の休

養を与えられている場合

⑵ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

が育児休業法その他の法律により育児休業を

している場合

⑵ 配偶者が育児休業法その他の法律により育

児休業をしている場合

⑶ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が

常態として育てることができる場合

⑶ 育児時間により育てようとする子について、

配偶者が常態として育てることができる場合

４ 第２項の規定にかかわらず、男性職員の育児時

間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相

手方が当該子について育児時間（当該配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方が職員でない場

合にあっては、労働基準法第６７条の規定による

育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく

育児時間に相当するもの。以下同じ。）を利用す

るときは、１日について９０分から当該配偶者又

はパートナーシップ関係の相手方が利用する育

児時間を差し引いた時間を限度とする。

４ 第２項の規定にかかわらず、男性職員の育児時

間は、その配偶者が当該子について育児時間（当

該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準

法第６７条の規定による育児時間又は他の法律

若しくは条例等に基づく育児時間に相当するも

の。以下同じ。）を利用するときは、１日につい

て９０分から当該配偶者が利用する育児時間を

差し引いた時間を限度とする。

５ （略） ５ （略）

（出産支援休暇） （出産支援休暇）

第２４条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、

子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

第２４条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又は

パートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が

性的マイノリティであって、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活に

おいて継続的に協力し合うことを約した２者間

の関係その他の配偶者に相当すると任命権者が

認める２者間の関係をいう。）の相手方（以下「パ

ートナーシップ関係の相手方」という。）の出産

に当たり、子の養育その他家事等を行うための休

暇とする。

２～６ （略） ２～６ （略）

第２５条～第３３条 （略） 第２５条～第３３条 （略）

（介護休暇） （介護休暇）



附 則

この規則は、公布の日から施行する。

第３４条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次に掲げる者であって職

員と同居しているもの（第１号から第３号まで、

第８号及び第９号に掲げる者を除く。）とする。

第３４条 条例第１８条第１項に規定する教育委

員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者であ

って職員と同居しているもの（第１号から第３号

までに掲げる者を除く。）とする。

⑴～⑾ （略） ⑴～⑾ （略）

２～１７ （略） ２～１７ （略）

第３５条～第４１条 （略） 第３５条～第４１条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略）

別記様式第１号～別記様式第３号 （略） 別記様式第１号～別記様式第３号 （略）

別記様式第４号 別紙のとおり 別記様式第４号 別紙のとおり

別記様式第５号 別紙のとおり 別記様式第５号 別紙のとおり

別記様式第６号～別記様式第１４号 （略） 別記様式第６号～別記様式第１４号 （略）



別記様式第４号（第８条、第８条の２関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限請求書

請求年月日 年 月 日

殿

次のとおり

□養 育

□介 護

のため

□深夜における勤務の制限

□超過勤務の制限

（中野区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例）

□第１１条の２ □第１１条の３

を請求します。

請求者 所属
氏名

１ 請求に係る子

又は要介護者

氏 名 続柄等

生年月日

年 月 日生 養子縁組

の効力が

生じた日

年 月 日□出産予定日

年 月 日

２ 職員の配偶者

で当該子の親であ

る者の有無及び状

況

□無 □有
□深夜において就業している

□負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により

養育が困難である

□産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）又は産後８週間以内である

３ 要介護者の状

態及び具体的な介

護の内容

４ 請求に係る期

間

深夜勤務の制限
年 月 日～ 年 月 日

□毎日 □その他（ ）

超過勤務の制限

年 月 日～

□１年 □ 月（１２月に満たないものに限

る）
（注）
１について
①「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子
が第８条第２項に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当する場合に
あっては、その事実。）を記入すること。
②「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、請求
に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日を記
入し、出産予定日の□にレ印を記入すること。

③「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入する
こと。

２について
①この欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合のみ記入すること。
②「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超える
ことをいう。

③該当する□には、レ印を記入すること。
３について
この欄は、要介護者を介護するために請求する場合のみ記入すること。

４について
子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満６歳

に達する日以後の最初の３月３１日以前の日を制限終了日として請求すること。

（現行）

別記様式第４号（第８条、第８条の２関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限請求書

請求年月日 年 月 日

殿

次のとおり

□養 育

□介 護

のため

□深夜における勤務の制限

□超過勤務の制限

（中野区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例）

□第１１条の２ □第１１条の３

を請求します。

請求者 所属
氏名

１ 請求に係る子又

は要介護者

氏 名 続柄等

生年月日

年 月 日生 養子縁組

の効力が

生じた日

年 月 日□出産予定日

年 月 日

２ 職員の配偶者又

はパートナーシッ

プ関係の相手方で

当該子の親である

者の有無及び状況

□無 □有
□深夜において就業している

□負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により

養育が困難である

□産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）又は産後８週間以内である

３ 要介護者の状態

及び具体的な介護

の内容

４ 請求に係る期間

深夜勤務の制限
年 月 日～ 年 月 日

□毎日 □その他（ ）

超過勤務の制限

年 月 日～

□１年 □ 月（１２月に満たないものに限

る。）
（注）
１について
①「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子
が第８条第２項に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当する場合に
あっては、その事実）を記入すること。
②「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、請求
に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日を記
入し、出産予定日の□にレ印を記入すること。

③「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入する
こと。

２について
①この欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合のみ記入すること。
②「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超える
ことをいう。

③該当する□には、レ印を記入すること。
３について
この欄は、要介護者を介護するために請求する場合のみ記入すること。

４について
子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満６歳

に達する日以後の最初の３月３１日以前の日を制限終了日として請求すること。

（改正案）



別記様式第５号（第８条、第８条の２関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限に係る状況変更届

年 月 日届出

殿

所属

氏名

次のとおり

□ 深夜における勤務の制限

□ 超過勤務の制限

に係る

□ 子の養育

□ 要介護者の介護

の状況について変更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

⑴養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 職員の子でなくなった

（□ 離縁 □ 養子縁組の取り消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置の解除）

□ 同居しなくなった

□ 職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育でき

る者に該当することとなった

□ 上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

（理由： ）

⑵介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と職員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（注） １について

⑴中「職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育でき

る者に該当することとなった」は、深夜の勤務制限の承認を受けている場合において、

状況が変更したときのみ□にレ印を記入すること。

（現行）

別記様式第５号（第８条、第８条の２関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限に係る状況変更届

年 月 日届出

殿

所属

氏名

次のとおり

□ 深夜における勤務の制限

□ 超過勤務の制限

に係る

□ 子の養育

□ 要介護者の介護

の状況について変更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

⑴養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 職員の子でなくなった

（□ 離縁 □ 養子縁組の取り消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置の解除）

□ 同居しなくなった

□ 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であるものが深夜に

おいて常態として当該子を養育できる者に該当することとなった

□ 上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

（理由： ）

⑵介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者が職員の条例第１８条第１項に規定する配偶者、父母、子、配偶者の

父母その他教育委員会規則で定める者でなくなった

（理由： ）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（注） １について

⑴中「職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であるものが

深夜において常態として当該子を養育できる者に該当することとなった」は、深

夜の勤務制限の承認を受けている場合において、状況が変更したときのみ□にレ

印を記入すること。

（改正案）



別記様式第４号（第７条、第８条関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限請求書

請求年月日 年 月 日

殿

次のとおり

□養育

□介護

のため

□深夜における勤務の制限

□超過勤務の制限

（ 中 野 区 立 小 学 校 及 び 中 学 校 教 育 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 □ 第 １ ０ 条 □ 第 １ １

条）

を請求します。

請求者 所属
氏名

１ 請 求 に 係 る 子

又は要介護者

氏 名 続柄等

生 年 月 日

年 月 日生 養 子 縁 組

の 効 力 が

生 じ た 日

年 月 日□出産予定日

年 月 日

２ 職 員 の 配 偶 者

で当該子の親であ

る者の有無及び状

況

□無 □有

□深夜において就業している

□負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ

り養育が困難である

□産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）又は産後８週間以内である

３ 要 介 護 者 の 状

態 及 び 具 体 的 な

介護の内容

４ 請 求 に 係 る 期

間

深夜勤務の制限
年 月 日～ 年 月 日

□毎日 □その他( )

超過勤務の制限

年 月 日～

□ １ 年 □ 月 (１ ２ 月 に 満 た な い も の に 限

る)
（注）
１について

①「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る
子が規則第７条第２項に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当す
る場合にあっては、その事実。）を記入すること。

②「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、請
求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日
を記入し、出産予定日の□にレ印を記入すること。

③「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入す
ること。

２について
①この 欄は 、子 を養 育す るため に深 夜勤 務の 制限を 請求 する 場合の み記 入す るこ

と。
②「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超え
ることをいう。

③該当する□には、レ印を記入すること。
３について

この欄は、要介護者を介護するために請求する場合のみ記入すること。
４について

子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満６
歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の日を制限終了日として請求すること。

（現行）

別記様式第４号（第７条、第８条関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限請求書

請求年月日 年 月 日

殿

次のとおり

□養育

□介護

のため

□深夜における勤務の制限

□超過勤務の制限

（ 中 野 区 立 小 学 校 及 び 中 学 校 教 育 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 □ 第 １ ０ 条 □ 第 １ １

条）

を請求します。

請求者 所属
氏名

１ 請 求 に 係 る 子

又は要介護者

氏 名 続柄等

生 年 月 日

年 月 日生 養 子 縁 組

の 効 力 が

生 じ た 日

年 月 日□出産予定日

年 月 日

２ 職員の配偶者又

はパートナーシッ

プ関係の相手方で

当該子の親である

者の有無及び状況

□無 □有

□深夜において就業している

□負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ

り養育が困難である

□産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１６週

間）又は産後８週間以内である

３ 要 介 護 者 の 状

態 及 び 具 体 的 な

介護の内容

４ 請 求 に 係 る 期

間

深夜勤務の制限
年 月 日～ 年 月 日

□毎日 □その他( )

超過勤務の制限

年 月 日～

□ １ 年 □ 月 (１ ２ 月 に 満 た な い も の に 限

る。)
（注）
１について

①「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る
子が規則第７条第２項に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当す
る場合にあっては、その事実）を記入すること。

②「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、請
求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日
を記入し、出産予定日の□にレ印を記入すること。

③「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入す
ること。

２について
①この 欄は 、子 を養 育す るため に深 夜勤 務の 制限を 請求 する 場合の み記 入す るこ

と。
②「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超え
ることをいう。

③該当する□には、レ印を記入すること。
３について

この欄は、要介護者を介護するために請求する場合のみ記入すること。
４について

子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満６
歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の日を制限終了日として請求すること。

（改正案）



別記様式第５号（第７条、第８条関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限に係る状況変更届

年 月 日届出

殿

所属

氏名

次のとおり

□ 深夜における勤務の制限

□ 超過勤務の制限

に係る

□ 子の養育

□ 要介護者の介護

の状況について変更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

⑴ 養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 職員の子でなくなった

（□ 離縁 □ 養子縁組の取り消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置の解除）

□ 同居しなくなった

□ 職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を

養育できる者に該当することとなった

□ 上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

（理由： ）

⑵ 介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と職員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（注） １について

⑴中「職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当

該子を養育できる者に該当することとなった」は、深夜の勤務制限の承

認を受けている場合において、状況が変更したときのみ□にレ印を記入

すること。

（現行）

別記様式第５号（第７条、第８条関係）

深夜勤務制限・超過勤務制限に係る状況変更届

年 月 日届出

殿

所属

氏名

次のとおり

□ 深夜における勤務の制限

□ 超過勤務の制限

に係る

□ 子の養育

□ 要介護者の介護

の状況について変更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

⑴ 養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 職員の子でなくなった

（□ 離縁 □ 養子縁組の取り消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置の解除）

□ 同居しなくなった

□ 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であるものが

深夜において常態として当該子を養育できる者に該当することとなった

□ 上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

（理由： ）

⑵ 介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者が職員の条例第１８条第１項に規定する配偶者、父母、子、

配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者でなくなった

（理由： ）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（注） １について

⑴中「職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であ

るものが深夜において常態として当該子を養育できる者に該当すること

となった」は、深夜の勤務制限の承認を受けている場合において、状況

が変更したときのみ□にレ印を記入すること。

（改正案）


